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●Startup Garage（スタートアップガレージ） ●創業塾

●創業窓口相談 ●とよしん女性起業塾

豊橋市 0532-51-2425

十六銀行 0532-55-2216
愛知銀行 0532-52-7131
名古屋銀行 0532-52-6266
中京銀行 0532-54-6568
三十三銀行 0532-52-8151
大垣共立銀行（豊橋支店のみ） 0532-64-8277
豊橋信用金庫 0532-57-7033
岡崎信用金庫 0532-55-1801
豊川信用金庫 0532-52-0407
蒲郡信用金庫 0532-52-8101
豊橋商工信用組合 0532-53-2828
日本政策金融公庫 0532-52-3191
愛知県信用保証協会 0532-57-5611

地元金融機関
（豊橋市内のお近くの
営業店にご相談ください）

市内に70カ所以上、創業に関する相談を無料で受けることができる窓口があります。
創業相談窓口

お気軽に相談ください!!

とよはし



とよはし創業プラットホームの

創業前

創業時

創業後

知っていますか？創業するときにチェックすること

経営

窓口相談

創業して達成したいビジョンが明
確ですか？

創業に対する家族の理解を得てい
ますか？

創業する業界・商圏などを理解し
ていますか？

創業に伴う届出（開業届、許認可）
は済んでいますか？

事業計画書は作成しましたか？

自社の強み、他社との差別化があ
りますか？

財務 人材育成 販路開拓 その他

●創業相談窓口
　創業する前には、
事業計画書の作成
が必須です。窓口相談は、創業者とマンツーマン
で事業計画を練り上げることができます。日々の
売上帳簿のつけ方や決算書の作成方法など、財
務会計に関するご相談や、創業のステージに合
わせた支援もご紹介します。
●Startup Garage
　豊橋サイエンスコアにある「Startup Garage」は、創
業を目指す人が集まるコワーキングスペースです。創
業に関するさまざまな専門性を持つコーディネー
ターが、親身に相談に乗ります。また、金融機関の出張
相談会やママさん起業塾を定期で開催しています。

セミナー
●創業塾
●とよしん女性起業塾
　創業に関するセミナーを定期で開催してい
ます。具体的な事業計画書の作成や、創業に
必要な知識・ノウハウを一度に学ぶことがで
き、創業者同士のネットワークもできます。同
じ志をもつ仲間から多くの刺激をもらい、自
身の達成したいビジョンをより明確にする機
会です。

インキュベーション事業
　豊橋サイエンスコアが提供するオフィスに入
居しながら創業に関する支援を受けることがで
きます。

●豊橋市「創業支援資金（創業）」
●豊橋市「創業支援資金（経営者保証免除）」

●起業支援事業費補助金
　豊橋市内で新たに事業を開始する方に対し、
創業にかかる費用の一部を補助します。

●まちなかインキュベーション補助金
　豊橋市内の中心市街地に点在する空き店舗を活用し、新
規創業する方の賃借料、改装費の一部を補助します。

●（国）小規模事業者持続化補助金
　小規模事業者が経営計画を作成し、それに基
づいて行う販路開拓の取組み等の費用の一部を
補助します。

補助金（創業時）

融資
●新ビジネスチャレンジ応援補助金
　業態転換、ECサイト開設、クラウ
ドファンディング、デジタル化を通し
て、新たな取組みに挑戦する際にか
かる費用の一部を補助します。
●働きやすい職場づくり補助金
　従業員用の男女別トイレの設置などの整備や、就業
規則見直しなどにかかる費用の一部を補助します。

補助金（創業後）

●創業相談窓口
　定期的に面談などを実施し、創業者とのコミュ
ニケーションを密にとることで、創業後に直面した
悩みや課題に対して解決策を一緒に考えます。

フォローアップ支援

日々の記帳方法や確定申告の方
法などを理解していますか？

売上と利益（所得）の違いなど、会
計に関する基本的な知識を習得し
ていますか？

事業を継続するために必要な売上
高を把握していますか？

金融機関に借入するために事業
計画を説明できますか？

融資以外の資金調達方法は確認
しましたか？

地域の人材採用に関する状況を
把握していますか？

従業員を雇用する場合、社会保険
への届出や源泉徴収の仕組みを
理解していますか？

就業時間、休暇など労務管理につ
いて考えましたか？

人材育成の方針、働きやすい職場
づくりなど考えましたか？

開業時のプレスリリース（新聞社等
への取材）の準備はお済みですか？

SNSや販促ツールなど集客方法
を検討していますか？

アンケートやヒアリングなどニー
ズを検証しましたか？

クラウドファンディングの活用を
検討しましたか？

事業運営で困ったときに相談でき
る人はいますか？

各種セミナーに参加しています
か？

いつでも相談できます！

　創業希望者や創業して間もない事業者（創業後5年以内）の方が、1か月以上かけて4回以上面談・相談すると、「創業相談カ
ルテ」が発行されます。「創業相談カルテ」を基に「豊橋市起業支援事業費補助金」、国「小規模事業者持続化補助金（創業枠）」、
「登録免許税の減免」を受けることができます。

特定創業支援等事業


